
 
資料２ 

 

独立行政法人国民生活センターの中期目標変更 新旧対照表（案） 

 

 

中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

独立行政法人国民生活センター中期目標 

 

平成２５年 ２月２８日 

（変更）平成２７年 ○月 ○日 

消  費  者  庁 

 

独立行政法人国民生活センター（以下「センター」という。）は、国民生活の安

定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報提供及び調査

研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施す

ることを目的としており、消費者基本法（昭和４３年法律第７８号）第２５条にお

いて、消費生活に関する情報の収集・提供や苦情処理のあっせん及び相談等の中核

的機関としての役割が明確に位置付けられている。 

消費者庁の創設とともに施行された消費者安全法（平成２１年法律第５０号）に

おいては、センターについて、都道府県及び市町村に対し必要な援助を行うことや、

消費者庁が行う消費者事故等の情報の集約・分析・公表に関して緊密な連携・協力

を行う等の内容が規定されている。 

消費者を取り巻く環境をみると、情報通信技術の発展、国際化等による消費生活

の多様化・高度化が進むとともに消費者問題は多様化・複雑化しており、消費者と

事業者との情報の質・量及び交渉力に関する格差を縮小し、消費者被害の防止を図

るため、センターは、消費者庁との緊密な連携の下、国民生活に関する様々な情報

の収集・提供等を行うことが必要とされている。 

また、平成２３年３月に発生した東日本大震災以降、これまで以上に国民の安全・

安心に対する関心が高まっている。さらに、平成２４年１０月には、生命又は身体

独立行政法人国民生活センター中期目標 

 

平成２５年 ２月２８日 

消  費  者  庁 

 

 

独立行政法人国民生活センター（以下「センター」という。）は、国民生活の安

定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報提供及び調査

研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施す

ることを目的としており、消費者基本法（昭和４３年法律第７８号）第２５条にお

いて、消費生活に関する情報の収集・提供や苦情処理のあっせん及び相談等の中核

的機関としての役割が明確に位置付けられている。 

消費者庁の創設とともに施行された消費者安全法（平成２１年法律第５０号）に

おいては、センターについて、都道府県及び市町村に対し必要な援助を行うことや、

消費者庁が行う消費者事故等の情報の集約・分析・公表に関して緊密な連携・協力

を行う等の内容が規定されている。 

消費者を取り巻く環境をみると、情報通信技術の発展、国際化等による消費生活

の多様化・高度化が進むとともに消費者問題は多様化・複雑化しており、消費者と

事業者との情報の質・量及び交渉力に関する格差を縮小し、消費者被害の防止を図

るため、センターは、消費者庁との緊密な連携の下、国民生活に関する様々な情報

の収集・提供等を行うことが必要とされている。 

また、平成２３年３月に発生した東日本大震災以降、これまで以上に国民の安全・

安心に対する関心が高まっている。さらに、平成２４年１０月には、生命又は身体
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中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

の被害に係る消費者事故等の原因を究明し、その再発又は拡大の防止を図るため、

消費者庁に消費者安全調査委員会が設置された。これらを受けて、センターは、消

費者庁との連携を強化し、商品テスト等を通じて、生命又は身体分野の消費者安全

の確保に寄与することが期待される。 

他方、センターを含めた独立行政法人は、厳しい財政状況の中、事業の一層の効

率化を図ることで、限られた予算の中で質の高い行政サービスを提供することが求

められている。 

したがって、センターが、平成２５年４月からの中期目標期間中に、引き続き、

国、地方公共団体及び関係機関等と緊密に連携しつつ、消費者問題に関する中核的

実施機関として、その機能の維持・強化が求められていることを踏まえ、効率的か

つ効果的に質の高い行政サービスを提供していくため、この目標を設定する。 

 

１．中期目標の期間 

センターの中期目標の期間は、平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日

までの５年とする。 

 

２．業務運営の効率化に関する事項 

(1) 一般管理費（人件費を除く。）について、毎年度、前年度比３％以上の削減

を図る。業務経費については、毎年度、前年度比１％の経費の効率化を図る。 

なお、激変緩和措置を設けた上で平成２４年度に廃止した借上宿舎制度につ

いては、平成２５年９月末までに激変緩和措置を終了し、必要に応じて住宅手

当を支給する制度に全面的に移行する。 

 

(2) 総人件費については、政府における総人件費削減の取組を踏まえ見直すこと

とし、更なる業務の効率化や、相談業務等への重点配置などの人員配置の適正

化を図りつつ、非常勤職員を真に必要な業務に限定するなど、必要な取組を実

施する。 

また、全国消費生活情報ネットワーク・システム（以下「ＰＩＯ－ＮＥＴ」

の被害に係る消費者事故等の原因を究明し、その再発又は拡大の防止を図るため、

消費者庁に消費者安全調査委員会が設置された。これらを受けて、センターは、消

費者庁との連携を強化し、商品テスト等を通じて、生命又は身体分野の消費者安全

の確保に寄与することが期待される。 

他方、センターを含めた独立行政法人は、厳しい財政状況の中、事業の一層の効

率化を図ることで、限られた予算の中で質の高い行政サービスを提供することが求

められている。 

したがって、センターが、平成２５年４月からの中期目標期間中に、引き続き、

国、地方公共団体及び関係機関等と緊密に連携しつつ、消費者問題に関する中核的

実施機関として、その機能の維持・強化が求められていることを踏まえ、効率的か

つ効果的に質の高い行政サービスを提供していくため、この目標を設定する。 

 

１．中期目標の期間 

センターの中期目標の期間は、平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日

までの５年とする。 

 

２．業務の効率化に関する事項 

(1) 一般管理費（人件費を除く。）について、毎年度、前年度比３％以上の削減

を図る。業務経費については、毎年度、前年度比１％の経費の効率化を図る。 

なお、激変緩和措置を設けた上で平成２４年度に廃止した借上宿舎制度につ

いては、平成２５年９月末までに激変緩和措置を終了し、必要に応じて住宅手

当を支給する制度に全面的に移行する。 

 

(2) 総人件費については、政府における総人件費削減の取組を踏まえ見直すこと

とし、更なる業務の効率化や、相談業務等への重点配置などの人員配置の適正

化を図りつつ、非常勤職員を真に必要な業務に限定するなど、必要な取組を実

施する。 

また、全国消費生活情報ネットワーク・システム（以下「ＰＩＯ－ＮＥＴ」
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中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

という。）の刷新に伴う効率化による総人件費の更なる削減について検討を行

い、平成２７年度の年度計画に具体的な削減に係る措置を記載する。 

 

(3) 給与水準について、国民の理解と納得が得られるよう、地域・学歴勘案のラ

スパイレス指数を１００．０とするほか、組織の活性化等が図られるよう、年

功による昇給が強調されている現行の給与体系を、国家公務員の給与体系や標

準的な民間企業の給与体系も勘案しつつ、昇格・昇給体系も含めて見直しを行

う。なお、給与水準の適正化に当たっては、その取組状況や検証結果について

公表する。 

また、国家公務員の給与見直しが行われた際は、その動向を見つつ、必要な

措置を講じる。 

 

(4) 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組に

より、随意契約の適正化等を推進するものとする。 

また、監事による監査において、入札・契約の適正な実施についてチェック

を受けるものとする。 

① センターが策定する「随意契約等見直し計画」に基づく取組を着実に実施

するとともに、その取組状況を公表すること。 

② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を

行う場合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施すること。 

③ 契約に係る情報の公開を引き続き推進すること。 

 

(5) 保有資産の有効活用 

① 相模原事務所について、研修施設を再開し、一定水準の稼働率（宿泊室：

平成２７年度６５パーセント以上、平成２８・２９年度７１．７パーセント

以上、研修室：平成２７年度６６．３パーセント以上、平成２８・２９年度

６７．５パーセント以上）（注）の確保を目指し、センター主催の研修におい

て多くの者が研修に参加できるための方策を検討・実施するとともに、一般

という。）の刷新に伴う効率化による総人件費の更なる削減について検討を行

い、平成２７年度の年度計画に具体的な削減に係る措置を記載する。 

 

(3) 給与水準について、国民の理解と納得が得られるよう、地域・学歴勘案のラ

スパイレス指数を１００．０とするほか、組織の活性化等が図られるよう、年

功による昇給が強調されている現行の給与体系を、国家公務員の給与体系や標

準的な民間企業の給与体系も勘案しつつ、昇格・昇給体系も含めて見直しを行

う。なお、給与水準の適正化に当たっては、その取組状況や検証結果について

公表する。 

また、国家公務員の給与見直しが行われた際は、その動向を見つつ、必要な

措置を講じる。 

 

(4) 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組に

より、随意契約の適正化等を推進するものとする。 

また、監事による監査において、入札・契約の適正な実施についてチェック

を受けるものとする。 

① センターが策定する「随意契約等見直し計画」に基づく取組を着実に実施

するとともに、その取組状況を公表すること。 

② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を

行う場合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施すること。 

③ 契約に係る情報の公開を引き続き推進すること。 

 

(5) 保有資産の有効活用 

① 相模原事務所について、研修施設の活用方法等を含め、同事務所の在り方

について検討する。 
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中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

利用者への施設貸し出しを行い、稼働率確保の状況を確認・検証する。 

また、建物管理等における民間委託の更なる活用を実施する。 

 

（注）「国民生活センター相模原事務所研修施設の活用に関する懇談会」報

告書において示された、平成２７年度以降の研修充実・強化後の稼働率。 

 

② 東京事務所について「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成

２５年１２月２４日閣議決定）において、「東京事務所については、同事務

所が合築されている建物に所在する品川税務署の移転計画が撤回されたこ

とから、引き続き同事務所において業務を実施する」とされたことにより、

国庫納付は行わず引き続き活用する。 

 

（削除） 

 

 

 

 

(6) 自己収入の拡大・経費の節減 

出版物の販売、研修受講料・宿泊料等について、受益者負担が適正かどうか

検証し、必要に応じて見直す。また、研修事業について、地方公共団体との共

催を図るなど経費を節減する。 

 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

国、地方公共団体及び関係団体との適切な役割分担と緊密な連携を図りつつ、

消費者問題に関する中核的実施機関として、複雑多様化する国民のニーズに応じ

て一層適時適切に業務を実施することに重点を置きつつ、以下に掲げる課題に取

り組むものとする。 

(1) 消費生活情報の収集・分析 

 

 

 

 

 

 

② 東京事務所について、同事務所で実施する業務を精査しつつ、移転に向け

た取組を進め、遅くとも東京事務所が合築されている建物に所在するセンタ

ー以外の者の移転時期と同年度内に移転し、国庫納付する。 

 

 

 

③ 相模原事務所の在り方の検討及び東京事務所の国庫納付に当たっては、消

費者行政の枠組みにおける他機関の実施するテスト等を含めた商品テストの

今後の在り方に関する検討も踏まえつつ、最も効率的・効果的に業務運営を行

うことができる体制となるよう検討を行う。 

 

(6) 自己収入の拡大・経費の節減 

出版物の販売、研修受講料等について、受益者負担が適正かどうか検証し、

必要に応じて見直す。また、研修事業について、地方公共団体との共催を図る

など経費を節減する。 

 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

国、地方公共団体及び関係団体との適切な役割分担と緊密な連携を図りつつ、

消費者問題に関する中核的実施機関として、複雑多様化する国民のニーズに応じ

て一層適時適切に業務を実施することに重点を置きつつ、以下に掲げる課題に取

り組むものとする。 

(1) 消費生活情報の収集・分析 
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中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

① ＰＩＯ―ＮＥＴの刷新 

ＰＩＯ―ＮＥＴについて、「ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新に関する検討会」中間報

告を踏まえ、相談現場において「記録する道具」から「消費生活相談を受

けながら相談処理に役立つ道具」へ転換するため、平成２７年度までに業

務改善及びシステム改修を行う。 

なお、刷新に当たり、消費者庁とともに、地方公共団体等の理解と協力

を得て、入力項目の削減を実施し、仮登録の仕組みを導入することに加え、

相談受付後の速やかな登録を再度徹底することなどにより、刷新後におけ

る相談受付からＰＩＯ－ＮＥＴに登録されるまでの平均日数を１０日以内

に短縮することを目指す（センターが自ら受け付けた相談については、平

均５日以内に短縮する。）。 

また、キーワードの大幅な整理を行った上で、逆引き辞書を作成すると

ともに、マニュアルの全面的な見直しを行う。 

 

② 「早期警戒指標」の活用 

消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、新たな手口・悪質事例等

を早期に明らかにする「早期警戒指標」を活用し、消費者庁、関係省庁、関

係独立行政法人、消費生活センター等の関係機関等への迅速な情報提供を行

う。 

 

③ ＰＩＯ－ＮＥＴの利用承認 

地方公共団体からの要望を踏まえ、ＰＩＯ－ＮＥＴの利用承認を適切に実

施する。 

 

④ 事故情報データバンクの活用 

事故情報データバンクを活用し、関係機関等とのネットワークを通じて、

当該機関の保有する重大事故情報等の速やかな共有化を図るとともに、イン

ターネットを活用する等、広範囲の消費者情報を収集する。また、情報分析

① ＰＩＯ―ＮＥＴの刷新 

ＰＩＯ―ＮＥＴについて、「ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新に関する検討会」中間報

告を踏まえ、相談現場において「記録する道具」から「消費生活相談を受

けながら相談処理に役立つ道具」へ転換するため、平成２７年３月末まで

に業務改善及びシステム改修を行う。 

なお、刷新に当たり、消費者庁とともに、地方公共団体等の理解と協力

を得て、入力項目の削減を実施し、仮登録の仕組みを導入することに加え、

相談受付後の速やかな登録を再度徹底することなどにより、刷新後におけ

る相談受付からＰＩＯ－ＮＥＴに登録されるまでの平均日数を１０日以内

に短縮することを目指す（センターが自ら受け付けた相談については、平

均５日以内に短縮する。）。 

また、キーワードの大幅な整理を行った上で、逆引き辞書を作成すると

ともに、マニュアルの全面的な見直しを行う。 

 

② 「早期警戒指標」の活用 

消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、新たな手口・悪質事例等

を早期に明らかにする「早期警戒指標」を活用し、消費者庁、関係省庁、関

係独立行政法人、消費生活センター等の関係機関等への迅速な情報提供を行

う。 

 

（新設）※【現行３．(11)②から移動】 

 

 

 

③ 事故情報データバンクの活用 

事故情報データバンクを活用し、関係機関等とのネットワークを通じて、

当該機関の保有する重大事故情報等の速やかな共有化を図るとともに、イン

ターネットを活用する等、広範囲の消費者情報を収集する。また、情報分析
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中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

能力を強化し、これら情報の有効活用を図る。 

 

⑤ 調査研究 

国・地方の消費者政策の企画立案や消費者行政の国際的展開に資するた

め、消費生活に重大な影響を及ぼす問題について、ＰＩＯ－ＮＥＴ情報等を

活用しつつ調査研究を行うとともに、海外の消費者行政の動向について情報

収集を行い、広く国民に情報提供する。 

 

(2) 国民への情報提供 

① 報道機関等を通じた情報提供 

ＰＩＯ―ＮＥＴ等に蓄積されている情報やセンターで処理された苦情相

談を分析し、消費者に同種被害が多数発生している事例、深刻な被害事例等

に関する情報を迅速に分析して取りまとめ、記者説明会を機動的に開催す

る。 

 

② ホームページ、出版物等による情報提供 

ホームページ、出版物等を通じて国民生活に関する諸問題に関する情報

を適時適切に提供する。特に消費者トラブルメール箱については、寄せられ

た情報を積極的に活用し、分析した上で、必要な情報を迅速かつより分かり

やすく提供する。 

また、消費者問題に関する専門情報誌である「国民生活」をホームペー

ジに掲載するなど、広く国民に周知する。 

 

③ 消費者庁の行う注意喚起への協力 

消費者庁が行う注意喚起について、可能な限りの媒体を利用して消費者

に情報を提供する。 

 

(3) 苦情相談 

能力を強化し、これら情報の有効活用を図る。 

 

④ 調査研究 

国・地方の消費者政策の企画立案や消費者行政の国際的展開に資するた

め、消費生活に重大な影響を及ぼす問題について、ＰＩＯ－ＮＥＴ情報等を

活用しつつ調査研究を行うとともに、海外の消費者行政の動向について情報

収集を行い、広く国民に情報提供する。 

 

(2) 国民への情報提供 

① 報道機関等を通じた情報提供 

ＰＩＯ―ＮＥＴ等に蓄積されている情報やセンターで処理された苦情相

談を分析し、消費者に同種被害が多数発生している事例、深刻な被害事例等

に関する情報を迅速に分析して取りまとめ、記者説明会を機動的に開催す

る。 

 

② ホームページ、出版物等による情報提供 

ホームページ、出版物等を通じて国民生活に関する諸問題に関する情報

を適時適切に提供する。特に消費者トラブルメール箱については、寄せられ

た情報を積極的に活用し、分析した上で、必要な情報を迅速かつより分かり

やすく提供する。 

また、消費者問題に関する専門情報誌である「国民生活」をホームペー

ジに掲載するなど、広く国民に周知する。 

 

③ 消費者庁の行う注意喚起への協力 

消費者庁が行う注意喚起について、可能な限りの媒体を利用して消費者

に情報を提供する。 

 

(3) 苦情相談 
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中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

① 苦情相談 

専門分野に特化した相談員・職員の配置や、弁護士・専門技術者等専門

家の活用により消費生活センター等からの経由相談の解決能力の向上を図

るとともに、消費生活センター等において対応困難な分野に関する相談対応

を積極的に行い、その対応から得られる知見を消費生活センター等へ周知す

る。また、平日バックアップ相談、お昼の消費生活相談及び土日祝日相談等

を実施し、あっせんを積極的に行う。 

あわせて、消費者ホットラインの三桁化に伴う消費生活相談の増加に対し

て適切な対応を行う。 

 

② 個人情報に関する苦情相談 

個人情報に関する苦情相談について、「個人情報の保護に関する基本方

針」（平成１６年４月２日閣議決定）に基づき、円滑かつ的確な処理に資す

るため、苦情相談機能を発揮し、また、個人情報に関する苦情相談の事例を

集約・分析し、対応事例集等を作成すること等により、各種相談機関におけ

る個別の相談事例から得られる知見を蓄積し、その共有を図るものとする。 

 

 ③ 越境消費者トラブルに関する苦情相談 

平成２７年度から、地方公共団体の相談窓口の支援の一環として、相談対

応を適切に行う。 

 

 (4) 裁判外紛争解決手続の実施 

① 裁判外紛争解決手続の適切な実施 

消費者紛争の迅速・適正な解決と同種紛争の未然防止のため、裁判外紛

争解決手続を実施し、申請から４か月以内に手続を終了するよう努める。 

 

② 消費者裁判手続特例法への対応 

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関す

① 苦情相談 

専門分野に特化した相談員・職員の配置や、弁護士・専門技術者等専門

家の活用により消費生活センター等からの経由相談の解決能力の向上を図

るとともに、消費生活センター等において対応困難な分野に関する相談対応

を積極的に行い、その対応から得られる知見を消費生活センター等へ周知す

る。また、平日バックアップ相談及び土日祝日相談等を実施し、あっせんを

積極的に行う。 

 

 

 

② 個人情報に関する苦情相談 

個人情報に関する苦情相談について、「個人情報の保護に関する基本方

針」（平成１６年４月２日閣議決定）に基づき、円滑かつ的確な処理に資す

るため、苦情相談機能を発揮し、また、個人情報に関する苦情相談の事例を

集約・分析し、対応事例集等を作成すること等により、各種相談機関におけ

る個別の相談事例から得られる知見を蓄積し、その共有を図るものとする。 

 

 （新設） 

 

 

 

 (4) 裁判外紛争解決手続の実施 

消費者紛争の迅速・適正な解決と同種紛争の未然防止のため、裁判外紛争解

決手続を実施し、申請から４か月以内に手続を終了するよう努める。 

 

 

 （新設） 
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中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

る法律（平成２５年法律第９６号）（消費者裁判手続特例法）の附則第６条

を踏まえ、同法律の施行前事案に関する請求に係る金銭の支払義務に関し、

裁判外紛争解決手続の利用の促進等の措置を講ずる。 

 

(5) 関係機関への情報提供 

① 消費者庁等への情報提供 

消費者事故等の発生に関して、必要な事項を適切な方法で消費者庁へ通

知するとともに、財産事案や生命身体事案に係る情報共有のための会議の場

等を通じ、ＰＩＯ－ＮＥＴ等に蓄積されている情報等の分析結果や、消費者

に同種被害が多数発生している事例、深刻な被害事例等について、消費者庁

との情報共有をより緊密に行う。また、公共料金の値上げが消費生活に及ぼ

す影響の大きさに鑑み、公共料金に関して受け付けた意見・相談内容等を取

りまとめ、消費者庁へ報告する。 

さらに、関係行政機関への情報提供を積極的に行う。 

 

② 消費生活センター等への情報提供 

ＰＩＯ－ＮＥＴ等の運営、苦情相談に係る緊急情報の提供、商品テスト

に係る技術協力、相談員の研修などを通じ、消費生活センター等に対し情報

提供を行う。 

 

③ 行政機関等との情報交流 

法令に基づく迅速かつ厳正な行政処分等に資するため、消費者利益を侵

害する違法・不当行為の取締り等を行う行政機関等との間で緊密な情報交換

を行う。 

 

④ 関係機関等との情報交換等を行い、連携を図る。 

 

⑤ 適格消費者団体におけるＰＩＯ－ＮＥＴの利用について、関係者との調整

 

 

 

 

(5) 関係機関への情報提供 

① 消費者庁等への情報提供 

消費者事故等の発生に関して、必要な事項を適切な方法で消費者庁へ通

知するとともに、財産事案や生命身体事案に係る情報共有のための会議の場

等を通じ、ＰＩＯ－ＮＥＴ等に蓄積されている情報等の分析結果や、消費者

に同種被害が多数発生している事例、深刻な被害事例等について、消費者庁

との情報共有をより緊密に行う。また、公共料金の値上げが消費生活に及ぼ

す影響の大きさに鑑み、公共料金に関して受け付けた意見・相談内容等を取

りまとめ、消費者庁へ報告する。 

さらに、関係行政機関への情報提供を積極的に行う。 

 

② 消費生活センター等への情報提供 

ＰＩＯ－ＮＥＴ等の運営、苦情相談に係る緊急情報の提供、商品テスト

に係る技術協力、相談員の研修などを通じ、消費生活センター等に対し情報

提供を行う。 

 

③ 行政機関等との情報交流 

法令に基づく迅速かつ厳正な行政処分等に資するため、消費者利益を侵

害する違法・不当行為の取締り等を行う行政機関等との間で緊密な情報交換

を行う。 

 

④ 関係機関等との情報交換等を行い、連携を図る。 

 

⑤ 適格消費者団体におけるＰＩＯ－ＮＥＴの利用について、関係者との調整
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中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

を踏まえ、具体化を進めるほか、消費者団体への情報提供を積極的に行う。 

 

 (6) 関係行政機関等に対する改善要望 

消費生活相談情報の収集・分析結果等を基に、関係行政機関等に対して制度

等に関する改善要望を積極的に行う。 

 

(7) 研修 

① 研修 

消費生活相談員、地方公共団体の職員にとどまらず、社会福祉関係者、

学校教育関係者、消費者教育の担い手等、また、消費者の利益の擁護又は

増進を図るための活動を行う民間の団体又は個人、さらには、消費者志向

の経営にあたる事業者を対象とした研修を実施する。その際には、再開さ

れた相模原研修施設を活用して、効果の高い事例検討型・参加体験型研修

を実施するとともに、研修対象者のニーズに積極的に応じ、その充実を図る。 

また、研修の実施に当たっては、各地の地理的条件に配慮して、地方都

市においても実施するとともに、インターネット等を活用した遠隔研修を推

進する。 

さらに、消費者行政に関する国家公務員向けの研修の実施について検討

を行う。 

 

② 都道府県における巡回訪問事業の支援 

相談体制の強化のため、市町村の消費生活相談窓口における経験の浅い相

談員に対する消費生活相談専門家の巡回訪問について、都道府県が主体と

なって引き続き実施できるよう、都道府県と連携を図り、「巡回訪問事業」

の質の向上及び円滑な運営に対する支援を行う。 

 

③ 消費生活専門相談員資格認定制度 

資格取得者の資質・能力の維持・向上を図るため、消費生活センター等

を踏まえ、具体化を進めるほか、消費者団体への情報提供を積極的に行う。 

 

 (6) 関係行政機関等に対する改善要望 

消費生活相談情報の収集・分析結果等を基に、関係行政機関等に対して制度

等に関する改善要望を積極的に行う。 

 

(7) 研修 

① 研修 

消費生活センター等の相談処理能力等を高めるため、消費生活相談員と地方

公共団体の職員への研修に重点を置くとともに、地方公共団体のニーズに積

極的に応じ、その充実を図る。 

また、研修の実施に当たっては、各地の地理的条件に配慮して、地方都

市においても実施するとともに、インターネット等を活用した遠隔研修を推

進する。 

 

さらに、消費者行政に関する国家公務員向けの研修の実施について検討

を行う。 

 

 

 

（新設）※【現行３．(11)①から移動】 

 

 

 

 

 

② 消費生活専門相談員資格認定制度 

資格取得者の資質・能力の維持・向上を図るため、消費生活センター等
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中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

での実務に就いていない資格取得者が資格の更新を行う際に受講する講座

を実施する。 

消費生活専門相談員資格認定試験の実施に当たっては、各地の地理的条

件に配慮した人材供給を確保していくという観点から、地方都市においても

実施する。 

 

④ 市場化テストの実施 

企業・消費者向けの教育・研修事業について官民競争入札を実施する。 

 

(8) 商品テスト 

① 商品テストの実施 

消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、消費者の生活実態に即し

て必要な商品テストを行う。具体的には、注意喚起のための商品テストを積

極的に実施するとともに、地方公共団体から依頼のあった相談解決のための

商品テストについては、原則として全てに対応する。また、「消費者安全法

の一部を改正する法律」（平成２４年法律第７７号）の施行を踏まえ、消費

者事故等の原因究明や情報提供のために、消費者庁（消費者安全調査委員会

を含む。）からの求めに応じ必要な協力を行う。さらに、関係機関との連携

強化、外部化を進め、企画立案業務を強化する。 

 

② 商品テストの実施機関情報の収集・提供 

中核的機関として、商品テストの実施機関、実施状況等の情報を全国的

に収集し、新たにデータベースを構築するなどにより、地方公共団体等に提

供する役割を積極的に果たす。 

 

(9) 震災からの復興に向けた取組 

東日本大震災からの復興を支援するため、以下の取組を実施する。 

① 食品と放射性物質に関する情報など、震災に関連する消費生活情報を収集

での実務に就いていない資格取得者が資格の更新を行う際に受講する講座

を実施する。 

消費生活専門相談員資格認定試験の実施に当たっては、各地の地理的条

件に配慮した人材供給を確保していくという観点から、地方都市においても

実施する。 

 

③ 市場化テストの実施 

企業・消費者向けの教育・研修事業について官民競争入札を実施する。 

 

(8) 商品テスト 

① 商品テストの実施 

消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、消費者の生活実態に即し

て必要な商品テストを行う。具体的には、注意喚起のための商品テストを積

極的に実施するとともに、地方公共団体から依頼のあった相談解決のための

商品テストについては、原則として全てに対応する。また、「消費者安全法

の一部を改正する法律」（平成２４年法律第７７号）の施行を踏まえ、消費

者事故等の原因究明や情報提供のために、消費者庁（消費者安全調査委員会

を含む。）からの求めに応じ必要な協力を行う。さらに、関係機関との連携

強化、外部化を進め、企画立案業務を強化する。 

 

② 商品テストの実施機関情報の収集・提供 

中核的機関として、商品テストの実施機関、実施状況等の情報を全国的

に収集し、新たにデータベースを構築するなどにより、地方公共団体等に提

供する役割を積極的に果たす。 

 

(9) 震災からの復興に向けた取組 

東日本大震災からの復興を支援するため、以下の取組を実施する。 

① 食品と放射性物質に関する情報など、震災に関連する消費生活情報を収集
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中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

し、ホームページ等を通じ、情報提供を積極的に行う。 

 

② 消費生活相談員や行政職員等に対する研修において、食品と放射能等に関

連する講義を積極的に行う。 

 

③ 放射性物質に関する検査について、引き続き地方公共団体における実施体

制を支援するとともに、地方公共団体からの依頼に基づく検査を積極的に実

施する。 

 

④ その他、消費者庁と連携の上、必要な施策を適切に実施する。 

 

(10) 消費者教育の推進 

「消費者教育の推進に関する法律」（平成２４年法律第６１号）の施行を踏

まえ、消費者教育に関する以下の取組を実施する。 

 

① 高齢者、障害者等への支援を行う者に対する研修の実施、情報の提供等（第

１３条第１項関係） 

 

② 消費生活相談実例等の消費者教育への活用（第１３条第２項関係） 

 

③ 消費生活相談員等への研修の実施（第１６条第１項関係） 

 

④ 先進的な取組に関する情報等の収集及び提供(第１８条第１項関係) 

 

（削除） 

 

 

 

し、ホームページ等を通じ、情報提供を積極的に行う。 

 

② 消費生活相談員や行政職員等に対する研修において、食品と放射能等に関

連する講義を積極的に行う。 

 

③ 放射性物質に関する検査について、引き続き地方公共団体における実施体

制を支援するとともに、地方公共団体からの依頼に基づく検査を積極的に実

施する。 

 

④ その他、消費者庁と連携の上、必要な施策を適切に実施する。 

 

(10) 消費者教育の推進 

「消費者教育の推進に関する法律」（平成２４年法律第６１号）の施行を踏

まえ、消費者教育に関する以下の取組を実施する。 

 

① 高齢者、障害者等への支援を行う者に対する研修の実施、情報の提供等（第

１３条第１項関係） 

 

② 消費生活相談実例等の消費者教育への活用（第１３条第２項関係） 

 

③ 消費生活相談員等への研修の実施（第１６条第１項関係） 

 

④ 先進的な取組に関する情報等の収集及び提供(第１８条第１項関係) 

 

(11) 地方公共団体に対する支援 

上記の取組のほか、以下の取組等を通じて、都道府県及び市町村における消費

者行政への支援を強化する。 

① 巡回訪問 
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中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 中核機関としての役割の強化 

センターの業務及び組織の整備、関係機関等との役割分担・連携等の具体的

な方策に関する検討結果を踏まえ、適切に対応する。 

 

４．財務内容の改善に関する事項 

「２．業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項について配慮した中期計

画の予算を作成し、当該予算の範囲で業務運営を行うこと。 

なお、毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生

状況にも留意した上で、厳格に行うものとする。 

 

５．その他業務運営に関する重要事項 

(1) 消費者問題に関する更なる専門性の醸成 

地方公共団体との人事交流や消費者団体での実務体験などを通じ、センター

職員に多方面の業務を経験させることにより、職員の専門性の更なる向上を図

る。 

 

(2) 情報セキュリティ対策 

政府の方針を踏まえ、情報セキュリティ対策の向上を図る。 

 

相談体制の強化のため、市町村の消費生活相談窓口における経験の浅い相談

員に対する消費生活相談専門家の巡回訪問について、都道府県が主体となっ

て引き続き実施できるよう、都道府県と連携を図り、「巡回訪問事業」の質

の向上及び円滑な運営に対する支援を行う。 

 

② ＰＩＯ－ＮＥＴの追加配備 

地方公共団体からの要望を踏まえ、ＰＩＯ－ＮＥＴの追加配備を適切に実

施する。 

 

(12) 中核機関としての役割の強化 

センターの業務及び組織の整備、関係機関等との役割分担・連携等の具体的

な方策に関する検討結果を踏まえ、適切に対応する。 

 

４．財務内容の改善に関する事項 

「２．業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項について配慮した中期計

画の予算を作成し、当該予算の範囲で業務運営を行うこと。 

なお、毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生

状況にも留意した上で、厳格に行うものとする。 

 

５．その他業務運営に関する重要事項 

(1) 消費者問題に関する更なる専門性の醸成 

地方公共団体との人事交流や消費者団体での実務体験などを通じ、センター

職員に多方面の業務を経験させることにより、職員の専門性の更なる向上を図

る。 

 

(2) 情報セキュリティ対策 

政府の方針を踏まえ、情報セキュリティ対策の向上を図る。 
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中  期  目  標（変更） 中  期  目  標（現行） 

(3) 事業の審査及び評価 

各事業の審査及び評価について、外部評価の仕組みについて検討し、導入す

る。 

 

(4) 国際協力 

海外からの研修生の受け入れや海外への講師派遣等の要請に積極的に対応

する。 

 

(5) 内部統制の充実・強化 

内部統制について、総務省「独立行政法人における内部統制と評価に関する

研究会」報告書や政策評価・独立行政法人評価委員会の意見を参考にしつつ、

さらに充実・強化を図る。 

(3) 事業の審査及び評価 

各事業の審査及び評価について、外部評価の仕組みについて検討し、導入す

る。 

 

(4) 国際協力 

海外からの研修生の受け入れや海外への講師派遣等の要請に積極的に対応

する。 

 

(5) 内部統制の充実・強化 

内部統制について、総務省「独立行政法人における内部統制と評価に関する

研究会」報告書や政策評価・独立行政法人評価委員会の意見を参考にしつつ、

さらに充実・強化を図る。 
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